
平
成
十
六
年
法
務
省
令
第
十
三
号

弁
護
士
と
な
る
資
格
に
係
る
認
定
の
手
続
等
に
関

す
る
規
則

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
五

条
の
二
第
一
項
、
第
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

五
条
の
四
第
二
項
並
び
に
第
五
条
の
七
の
規
定
に
基
づ

き
、
弁
護
士
と
な
る
資
格
に
係
る
認
定
の
手
続
等
に
関
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
研
修
を
実
施
す
る
法
人
）

第
一
条
　
弁
護
士
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

の
法
務
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会

と
す
る
。

（
研
修
の
指
定
）

第
二
条
　
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
研
修
の
指
定
は
、
前

条
に
規
定
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２
　
前
項
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
法
第
五
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
研
修
の
日
程

及
び
内
容
そ
の
他
研
修
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載

し
た
書
類
を
添
え
て
、
申
請
書
を
法
務
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
判
手
続
に
類
す
る
手
続
等
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
二
号
イ
（
２
）
の
法
務
省
令
で
定

め
る
手
続
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
続
と
す
る
。

一
　
海
難
審
判
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
五

号
）
に
定
め
る
海
難
審
判
所
の
審
判
の
手
続

二
　
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四

号
）
に
定
め
る
中
央
労
働
委
員
会
又
は
都
道
府
県
労

働
委
員
会
の
審
問
の
手
続

三
　
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九

号
）
に
定
め
る
収
用
委
員
会
の
裁
決
手
続

四
　
公
害
紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
八

号
）
に
定
め
る
公
害
等
調
整
委
員
会
の
裁
定
委
員
会

の
裁
定
の
手
続

五
　
行
政
庁
の
処
分
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律

第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
「
処
分
」
を
い

う
。
）
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
審
査
請
求
、

再
調
査
の
請
求
及
び
再
審
査
請
求
そ
の
他
の
不
服
の

申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
手
続
（
不
服
の
申
立
て

を
受
け
た
行
政
庁
か
ら
付
議
さ
れ
又
は
諮
問
さ
れ
た

審
議
会
等
に
お
け
る
審
議
等
の
手
続
を
含
む
。
）

六
　
外
国
に
お
け
る
裁
判
手
続
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る

手
続
に
相
当
す
る
手
続

七
　
仲
裁
手
続

２
　
法
第
五
条
第
二
号
ロ
（
３
）
の
法
務
省
令
で
定
め
る

手
続
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
続
と
す
る
。

一
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
に
定
め
る
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
又
は
自
治

紛
争
処
理
委
員
の
審
査
の
手
続

二
　
地
方
自
治
法
に
定
め
る
選
挙
管
理
委
員
会
の
署
名

簿
の
署
名
に
関
す
る
異
議
又
は
審
査
の
手
続

三
　
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
に

定
め
る
選
挙
管
理
委
員
会
の
選
挙
の
効
力
に
関
す
る

異
議
又
は
審
査
の
手
続

四
　
破
壊
活
動
防
止
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

四
十
号
）
に
定
め
る
公
安
審
査
委
員
会
の
破
壊
的
団

体
の
規
制
の
手
続

五
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

に
定
め
る
公
安
審
査
委
員
会
の
規
制
措
置
の
手
続

六
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
の

手
続

３
　
法
第
五
条
第
二
号
ロ
（
３
）
の
法
務
省
令
で
定
め
る

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
手
続
に
お
け
る
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
　
前
項
第
一
号
の
手
続
　
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会

の
委
員
又
は
自
治
紛
争
処
理
委
員

二
　
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
手
続
　
選
挙
管
理
委

員
会
の
委
員

三
　
前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
手
続
　
公
安
審
査
委

員
会
の
委
員
長
又
は
委
員

四
　
第
一
項
第
一
号
の
手
続
　
海
難
審
判
所
の
審
判
官

五
　
第
一
項
第
二
号
の
手
続
　
中
央
労
働
委
員
会
又
は

都
道
府
県
労
働
委
員
会
の
委
員

六
　
第
一
項
第
三
号
の
手
続
　
収
用
委
員
会
の
委
員

七
　
第
一
項
第
四
号
の
手
続
　
裁
定
委
員
会
の
裁
定

委
員

八
　
第
一
項
第
五
号
の
手
続
　
審
査
請
求
、
再
調
査
の

請
求
及
び
再
審
査
請
求
そ
の
他
の
不
服
の
申
立
て
に

つ
い
て
、
裁
決
及
び
決
定
そ
の
他
の
処
分
に
係
る
事

務
を
行
う
者
（
不
服
の
申
立
て
を
受
け
た
行
政
庁
か

ら
付
議
さ
れ
又
は
諮
問
さ
れ
た
審
議
会
等
の
委
員
長

及
び
委
員
を
含
む
。
）

九
　
第
一
項
第
七
号
の
手
続
　
仲
裁
人

（
認
定
申
請
書
の
記
載
事
項
等
）

第
四
条
　
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
本
籍
（
外
国
人
に
あ

っ
て
は
、
国
籍
）
及
び
住
所

二
　
司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
取
得
し
た
年
月
日
又

は
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

第
十
八
条
第
三
項
の
考
試
を
経
た
年
月
日

三
　
法
第
五
条
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
の
職
に
在
っ

た
期
間
又
は
同
条
第
二
号
の
職
務
に
従
事
し
た
期
間

及
び
同
号
の
職
務
の
内
容
。
た
だ
し
、
弁
護
士
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九

号
。
以
下
「
弁
護
士
法
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
条
か
ら

第
五
条
の
六
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
て

申
請
す
る
場
合
に
は
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
弁
護
士
法
一
部
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
弁
護

士
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
に
在
っ

た
期
間
、
弁
護
士
法
一
部
改
正
法
附
則
第
三
条
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し
て
申
請
す
る

場
合
に
は
平
成
十
六
年
四
月
一
日
前
に
同
法
に
よ
る

改
正
前
の
弁
護
士
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
職
に
在
っ
た
期
間
及
び
同
日
か
ら
平
成
二
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に

在
っ
た
期
間

２
　
法
第
五
条
の
二
第
一
項
の
認
定
申
請
書
（
以
下
「
認

定
申
請
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
に
よ

る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
五
条
　
法
第
五
条
の
二
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る

書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
司
法
修
習
生
と
な
る
資
格
を
取
得
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類
又
は
検
察
庁
法
第
十
八
条
第
三
項
の
考
試

を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
履
歴
書

三
　
戸
籍
抄
本
若
し
く
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
又
は

本
籍
の
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ

っ
て
は
、
旅
券
、
在
留
カ
ー
ド
、
特
別
永
住
者
証
明

書
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し
）

四
　
法
第
五
条
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
の
職
に
在
っ

た
期
間
又
は
同
条
第
二
号
の
職
務
に
従
事
し
た
期
間

及
び
同
号
の
職
務
の
内
容
を
証
す
る
書
類
。
た
だ

し
、
弁
護
士
法
一
部
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
法
第
五
条
か
ら
第
五
条
の
六
ま
で
の
規

定
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
て
申
請
す
る
場
合
に
は
平

成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
弁
護
士
法
一
部
改

正
法
に
よ
る
改
正
前
の
弁
護
士
法
第
六
条
第
一
項
第

二
号
に
規
定
す
る
職
に
在
っ
た
期
間
を
証
す
る
書

類
、
弁
護
士
法
一
部
改
正
法
附
則
第
三
条
第
三
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
と
し
て
申
請
す
る
場
合

に
は
平
成
十
六
年
四
月
一
日
前
に
同
法
に
よ
る
改
正

前
の
弁
護
士
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

職
に
在
っ
た
期
間
及
び
同
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
こ
れ
に
相
当
す
る
職
に
在
っ

た
期
間
を
証
す
る
書
類

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
書
類

（
手
数
料
の
納
付
方
法
）

第
六
条
　
法
第
五
条
の
二
第
三
項
の
手
数
料
は
、
認
定
申

請
書
に
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
を
貼

っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
研
修
の
履
修
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
の
方
法
）

第
七
条
　
法
第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
五
条
の
研
修
（
以
下
「
研
修
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
申
請
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請

者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

二
　
申
請
者
が
受
け
た
研
修
の
日
程
及
び
内
容

三
　
申
請
者
の
研
修
に
お
け
る
出
席
状
況
及
び
受
講

態
度

四
　
申
請
者
が
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
と
法
務
大
臣

が
認
め
て
よ
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
意
見

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
認
定
を
受
け
た
者
の
公
告
）

第
八
条
　
法
務
大
臣
は
、
法
第
五
条
の
認
定
（
以
下
「
認

定
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
認
定
を
受
け
た
者

の
氏
名
を
官
報
で
公
告
す
る
。

（
認
定
の
申
請
前
の
予
備
審
査
）

第
九
条
　
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
申

請
の
前
に
、
認
定
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
準
じ

た
書
類
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
予
備
審
査
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令

第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
三
〇
日
法
務
省
令

第
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
二
九
日
法
務
省
令

第
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
弁
護
士
と
な
る
資
格
に
係
る
認
定
の
手
続
等
に
関

す
る
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
第
二
号
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る

手
続
に
従
事
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
と
な
る

資
格
に
係
る
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
及
び
弁
護

士
と
な
る
資
格
に
係
る
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

1



（
平
成
二
十
七
年
法
務
省
令
第
九
号
）
第
二
条
に
よ
る

改
正
後
の
弁
護
士
と
な
る
資
格
に
係
る
認
定
の
手
続
等

に
関
す
る
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
手
続
に
従
事
し
た
期
間
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
旧
規
則
第
三
条
第
三
項

第
五
号
の
審
判
官
又
は
同
項
第
六
号
の
委
員
の
職
務
に

従
事
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
条
第
三
項

第
四
号
の
審
判
官
又
は
同
項
第
五
号
の
委
員
の
職
務
に

従
事
し
た
期
間
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
法
務
省

令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
七
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
六
日
法
務
省

令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
改
正
法
施
行
日
（
平
成
二
十
四

年
七
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
戸
籍
法
施
行
規
則
の
一
部
改

正
等
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条
　
第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
七
条
か
ら
第
十

条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
省
令
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
在
留
者
が
所
持
す

る
登
録
証
明
書
は
在
留
カ
ー
ド
と
み
な
し
、
特
別
永
住

者
が
所
持
す
る
登
録
証
明
書
は
特
別
永
住
者
証
明
書
と

み
な
す
。

一
か
ら
三
ま
で
　
略

四
　
弁
護
士
と
な
る
資
格
に
係
る
認
定
の
手
続
等
に
関

す
る
規
則
第
五
条
第
三
号

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
明
書
が
在
留
カ
ー
ド
と

み
な
さ
れ
る
期
間
は
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
各

号
に
定
め
る
期
間
と
し
、
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な

さ
れ
る
期
間
は
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
各
号

に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
七
日
法
務
省
令

第
九
号
）

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の

確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
一
部
改

正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
弁
護
士
と
な
る
資
格
に
係

る
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
消
費
者

庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四

十
九
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

か
ら
適
用
す
る
。

（
整
備
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
整
備
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
不
当
景

品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

百
三
十
四
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
独
占
禁
止
法
一
部

改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正

取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

五
十
四
号
）
に
定
め
る
公
正
取
引
委
員
会
の
審
判
手
続

（
整
備
法
附
則
第
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
弁
護
士
法
第
五
条
第
二
号

イ
（
２
）
及
び
同
号
ロ
（
３
）
の
法
務
省
令
で
定
め
る

手
続
と
み
な
す
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
審
判
手
続
に
お
け
る
公
正
取
引
委

員
会
の
委
員
長
、
委
員
又
は
審
判
官
は
、
弁
護
士
法
第

五
条
第
二
号
ロ
（
３
）
の
法
務
省
令
で
定
め
る
者
と
み

な
す
。

（
独
占
禁
止
法
一
部
改
正
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
）

４
　
第
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
弁
護
士
と
な
る
資
格
に
係

る
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
審
判
手
続
（
独
占
禁
止
法
一
部
改
正
法

附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
十
九
条
及
び
第
二

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
弁
護
士
法
第
五
条
第
二

号
イ
（
２
）
及
び
同
号
ロ
（
３
）
の
法
務
省
令
で
定
め

る
手
続
と
み
な
す
。

５
　
前
項
に
規
定
す
る
審
判
手
続
に
お
け
る
公
正
取
引
委

員
会
の
委
員
長
、
委
員
又
は
審
判
官
は
、
弁
護
士
法
第

五
条
第
二
号
ロ
（
３
）
の
法
務
省
令
で
定
め
る
者
と
み

な
す
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
四
日
法
務
省
令

第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
弁
護
士
と
な
る
資
格
に

係
る
認
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
一
項
第

五
号
及
び
第
三
項
第
八
号
に
規
定
す
る
異
議
申
立
て

（
行
政
不
服
審
査
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に

対
す
る
行
政
庁
の
手
続
は
、
弁
護
士
法
第
五
条
第
二
号

イ
（
２
）
及
び
同
号
ロ
（
３
）
の
法
務
省
令
で
定
め
る

手
続
と
み
な
す
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
手
続
に
お
け
る
異
議
申
立
て
に
つ

い
て
決
定
そ
の
他
の
処
分
に
係
る
事
務
を
行
う
者
（
不

服
の
申
立
て
を
受
け
た
行
政
庁
か
ら
付
議
さ
れ
又
は
諮

問
さ
れ
た
審
議
会
等
の
委
員
長
及
び
委
員
を
含
む
。
）

は
、
弁
護
士
法
第
五
条
第
二
号
ロ
（
３
）
の
法
務
省
令

で
定
め
る
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
法
務
省
令
第

八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
四
日
法
務
省
令
第

一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

別
記
様
式
（
第
４
条
関
係
）

（第１面）

別記様式（第４条関係）

認 定 申 請 書
写 真

法 務 大 臣 殿 （４cm×３cm）

（ ふ り が な ） 申請前６か月以
氏 名 内に撮影したも

のであること。
生 年 月 日 年 月 日

本 籍 性 □ 男
（外国人にあっては国籍） 別 □ 女

（〒 ） 収 入 印 紙
住 所

電 話 番 号
Ｆ Ａ Ｘ メールアドレス

弁 護 士 と な る 資 格 の 認 定 を 受 け る た め の 要 件
※該当するものはすべて記載してください。

□司法試験 □検察官特別考試
年 月 日合格 年 月 日合格

在った職又は従事した職務
在職期間又は職務に 在職期間又は職務に従
従事した期間 事した期間等の内容

法第５条第１号 在職期間等については
□

（簡易裁判所判事等）
年 月 別紙１に記載のとおり

法第５条第２号イ
職務に従事した期間及

□
（企業法務の担当者等）

年 月 び職務の内容について
は別紙２に記載のとおり

法第５条第２号ロ
職務に従事した期間及

□
（公務員）

年 月 び職務の内容について
は別紙３に記載のとおり

法第５条第３号 在職期間等については
□

（考試を経た検察官）
年 月 別紙４に記載のとおり

弁護士法の一部を改正する法律（平成１６
年法律第９号）附則第３条第３項の規定 在職期間等については

□
の適用を受けようとする場合

年 月
（大学の教授・准教授） 別紙５に記載のとおり

通 算 年 月

弁護士法の一部を改正する法律附則第３ 在職期間等については
条第２項の規定により法第５条から第５

□ 条の６まで規定の例による場合 年 月 別紙６に記載のとおり
（大学の教授・准教授）

私は，上記の事実を基礎として，弁護士法第５条の規定による認定を受けた
いので，弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則に定める書類を添
えて申請します。なお，添える書類の写しは，原本と相違ありません。

担 当 官
年 月 日

（記 名）

注 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。
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（第２面）

（別紙１）
法第５条第１号に規定する職（簡易裁判所判事等）に在った場合
（在職期間が連続しない場合は，在職期間ごとに項を分けて記載してください。）

１ □ 簡易裁判所判事 □ 検察官 □ 裁判所調査官
□ 裁判所事務官 □ 法務事務官 □ 司法研修所の教官
□ 裁判所職員総合研修所の教官 □ 法務総合研究所の教官

在職した職の種別 □ 衆議院議員 □ 参議院議員 □ 衆議院法制局参事
□ 参議院法制局参事 □ 内閣法制局参事官
□ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学で法律学を研
究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部，専攻科
又は大学院における法律学の教授又は准教授

在 職 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

（〒 ）

簡易裁判所判事， 名 称
検察官，裁判所調 官職及び所属部署
査官，裁判所事務
官，法務事務官，
司法研修所，裁判 在職した官公署の所 （〒 ）
所職員総合研修所 在地及び名称並びに
若しくは法務総合 申請者の官職及び所 名 称
研究所の教官，衆 属部署 官職及び所属部署
議院若しくは参議
院の法制局参事又
は内閣法制局参事 （〒 ）
官の職に在った者
である場合 名 称

官職及び所属部署

□ 別紙記載のとおり

議員氏名（戸籍記載
の氏名と異なる場合

衆議院議員又は参 に記載してください｡)
議院議員の職に在
った者である場合 衆議院議員・参議院議員の別 □ 衆 議 院 議 員 □ 参 議 院 議 員

選 挙 区

在職した大学の所在 （〒 ）
地及び名称，在職し

学校教育法による た学部，専攻科又は 大学の名称
大学で法律学を研 大学院の別及びその
究する大学院の置 名称，教授，准教授 学部等
かれているものの の別 □ 教授 □ 准教授
法律学を研究する
学部，専攻科又は 申請者が在職した大
大学院における法 学に置かれた法律学
律学の教授又は准 を研究する大学院の
教授の職に在った 所在地及び名称並び
者である場合 にその開設する主た

る授業科目 □ 別紙記載のとおり

申請者が在職した学
部，専攻科又は大学
院が開設する主たる
授業科目 □ 別紙記載のとおり

（第３面）

申請者の専攻分野・
科目

在職した学部，専攻
科又は大学院におけ
る申請者の職務内容
（担当した授業科目
の名称，内容等） □ 別紙記載のとおり

付記事項（申請者の
研究業績等）

□ 別紙記載のとおり

２ □ 簡易裁判所判事 □ 検察官 □ 裁判所調査官
□ 裁判所事務官 □ 法務事務官 □ 司法研修所の教官
□ 裁判所職員総合研修所の教官 □ 法務総合研究所の教官

在職した職の種別 □ 衆議院議員 □ 参議院議員 □ 衆議院法制局参事
□ 参議院法制局参事 □ 内閣法制局参事官
□ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学で法律学を研
究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部，専攻科
又は大学院における法律学の教授又は准教授

在 職 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

（〒 ）

簡易裁判所判事， 名 称
検察官，裁判所調 官職及び所属部署
査官，裁判所事務
官，法務事務官，
司法研修所，裁判 在職した官公署の所 （〒 ）
所職員総合研修所 在地及び名称並びに
若しくは法務総合 申請者の官職及び所 名 称
研究所の教官，衆 属部署 官職及び所属部署
議院若しくは参議
院の法制局参事又
は内閣法制局参事 （〒 ）
官の職に在った者
である場合 名 称

官職及び所属部署

□ 別紙記載のとおり

議員氏名（戸籍記載
の氏名と異なる場合

衆議院議員又は参 に記載してください｡)
議院議員の職に在
った者である場合 衆議院議員・参議院議員の別 □ 衆 議 院 議 員 □ 参 議 院 議 員

選 挙 区

在職した大学の所在 （〒 ）
地及び名称，在職し

学校教育法による た学部，専攻科又は 大学の名称
大学で法律学を研 大学院の別及びその
究する大学院の置 名称，教授，准教授 学部等
かれているものの の別 □ 教授 □ 准教授
法律学を研究する

（第４面）

学部，専攻科又は
大学院における法 申請者が在職した大
律学の教授又は准 学に置かれた法律学
教授の職に在った を研究する大学院の
者である場合 所在地及び名称並び

にその開設する主た
る授業科目 □ 別紙記載のとおり

申請者が在職した学
部，専攻科又は大学
院が開設する主たる
授業科目 □ 別紙記載のとおり

申請者の専攻分野・
科目

在職した学部，専攻
科又は大学院におけ
る申請者の職務内容
（担当した授業科目
の名称，内容等） □ 別紙記載のとおり

付記事項（申請者の
研究業績等）

□ 別紙記載のとおり

□以下別紙記載のとおり

上記の在職期間の通算期間 年 月

注 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。

（第５面）

（別紙２）
自らの法律に関する専門的知識に基づいて法第５条第２号イに規定する事務（企業法務の担当者等と

して行う事務）のいずれかを処理する職務に従事した場合
（職務を提供した事業者ごと，所属部署ごとに項を分けて記載してください。）

１ 職 務 に 従 事 し た 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

上記のうち休職等により職務に従
事しなかった期間の有無 有 ・ 無
（有の場合はその期間を記載して
ください。） （ 年 月 日 ～ 年 月 日）

職務を提供した事業者の所在地及 （〒 ）
び名称並びに申請者の所属部署等
及び地位・肩書等 名 称

所属部署等
地位・肩書等

上記所属部署等が所掌する事務

上記地位・肩書等にある者が所掌
する事務

事務の内容 該当条項
法第５条第２号イ
□ （１）
□ （２）
□ （３）
□ （４）

期間（全部・一部 年 月 日 □ （５）
～ 年 月 日）

事務の内容 該当条項
法第５条第２号イ
□ （１）
□ （２）
□ （３）

処 理 し た 事 務 の 内 容 □ （４）
期間（全部・一部 年 月 日 □ （５）
～ 年 月 日）

事務の内容 該当条項
法第５条第２号イ
□ （１）
□ （２）
□ （３）
□ （４）

期間（全部・一部 年 月 日 □ （５）
～ 年 月 日）

□ 別紙記載のとおり

常 勤 ・ 非 常 勤 の 別 常勤・非常勤
（非常勤の場合はその期間及び勤 期間（全部・一部 年 月 日～ 年 月 日）
務形態を記載してください。） 勤務形態（ ）
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（第６面）

事務の内容

期間（全部・一部 年 月 日 ～ 年 月 日）
従事の態様（法第５条第２号イに該当する事務との比率等）
（ ）

上記職務に従事した期間内に従事
した他の職務，その従事期間及び 事務の内容
従事の態様

期間（全部・一部 年 月 日 ～ 年 月 日）
従事の態様（法第５条第２号イに該当する事務との比率等）
（ ）

□ 別紙記載のとおり

２ 職 務 に 従 事 し た 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

上記のうち休職等により職務に従
事しなかった期間の有無 有 ・ 無
（有の場合はその期間を記載して
ください。） （ 年 月 日 ～ 年 月 日）

（〒 ）
職務を提供した事業者の所在地及
び名称並びに申請者の所属部署等 名 称
及び地位・肩書等 所属部署等

地位・肩書等

上記所属部署等が所掌する事務

上記地位・肩書等にある者が所掌
する事務

事務の内容 該当条項
法第５条第２号イ
□ （１）
□ （２）
□ （３）
□ （４）

期間（全部・一部 年 月 日 □ （５）
～ 年 月 日）

処 理 し た 事 務 の 内 容
事務の内容 該当条項

法第５条第２号イ
□ （１）
□ （２）
□ （３）
□ （４）

期間（全部・一部 年 月 日 □ （５）
～ 年 月 日）

（第７面）

事務の内容 該当条項
法第５条第２号イ
□ （１）
□ （２）
□ （３）
□ （４）

期間（全部・一部 年 月 日 □ （５）
～ 年 月 日）

□ 別紙記載のとおり

常 勤 ・ 非 常 勤 の 別 常勤・非常勤
（非常勤の場合はその期間及び勤 期間（全部・一部 年 月 日～ 年 月 日）
務形態を記載してください。） 勤務形態（ ）

事務の内容

期間（全部・一部 年 月 日 ～ 年 月 日）
従事の態様（法第５条第２号イに該当する事務との比率等）
（ ）

上記職務に従事した期間内に従事
した他の職務，その従事期間及び 事務の内容
従事の態様

期間（全部・一部 年 月 日 ～ 年 月 日）
従事の態様（法第５条第２号イに該当する事務との比率等）
（ ）

□ 別紙記載のとおり

□以下別紙記載のとおり

上記の職務に従事した期間の通算期間 年 月

注 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。

（第８面）

（別紙３）
自らの法律に関する専門的知識に基づいて法第５条第２号ロに規定する事務（公務員として行う事務）

のいずれかを処理する職務に従事した場合
（職務を提供した官公署ごと，所属部署ごとに項を分けて記載してください。）

１ 職 務 に 従 事 し た 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

上記のうち休職等により職務に従
事しなかった期間の有無 有 ・ 無
（有の場合はその期間を記載して
ください。） （ 年 月 日 ～ 年 月 日）

（〒 ）
職務を提供した官公署の所在地及
び名称並びに申請者の官職及び所 名 称
属部署 官職及び所属部署

上記所属部署が所掌する事務

上記官職にある者が所掌する事務

事務の内容 該当条項
法第５条第２号ロ
□ （１）
□ （２）
□ （３）

期間（全部・一部 年 月 日
～ 年 月 日）

事務の内容 該当条項
法第５条第２号ロ
□ （１）

処 理 し た 事 務 の 内 容 □ （２）
□ （３）

期間（全部・一部 年 月 日
～ 年 月 日）

事務の内容 該当条項
法第５条第２号ロ
□ （１）
□ （２）
□ （３）

期間（全部・一部 年 月 日
～ 年 月 日）

□ 別紙記載のとおり

常 勤 ・ 非 常 勤 の 別 常勤・非常勤
（非常勤の場合はその期間及び 期間（全部・一部 年 月 日～ 年 月 日）
勤務形態を記載してください。） 勤務形態（ ）

事務の内容

上記職務に従事した期間内に従事
した他の職務，その従事期間及び
従事の態様

期間（全部・一部 年 月 日 ～ 年 月 日）
従事の態様（法第５条第２号ロに該当する事務との比率等）
（ ）

（第９面）

事務の内容

期間（全部・一部 年 月 日 ～ 年 月 日）
従事の態様（法第５条第２号ロに該当する事務との比率等）
（ ）

□ 別紙記載のとおり

２ 職 務 に 従 事 し た 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

上記のうち休職等により職務に従
事しなかった期間の有無 有 ・ 無
（有の場合はその期間を記載して
ください。） （ 年 月 日 ～ 年 月 日）

（〒 ）
職務を提供した官公署の所在地及
び名称並びに申請者の官職及び所 名 称
属部署 官職及び所属部署

上記所属部署が所掌する事務

上記官職にある者が所掌する事務

事務の内容 該当条項
法第５条第２号ロ
□ （１）
□ （２）
□ （３）

期間（全部・一部 年 月 日
～ 年 月 日）

事務の内容 該当条項
法第５条第２号ロ
□ （１）

処 理 し た 事 務 の 内 容 □ （２）
□ （３）

期間（全部・一部 年 月 日
～ 年 月 日）

事務の内容 該当条項
法第５条第２号ロ
□ （１）
□ （２）
□ （３）

期間（全部・一部 年 月 日
～ 年 月 日）

□ 別紙記載のとおり

常 勤 ・ 非 常 勤 の 別 常勤・非常勤
（非常勤の場合はその期間及び勤 期間（全部・一部 年 月 日～ 年 月 日）
務形態を記載してください。） 勤務形態（ ）
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（第１０面）

事務の内容

期間（全部・一部 年 月 日 ～ 年 月 日）
従事の態様（法第５条第２号ロに該当する事務との比率等）
（ ）

上記職務に従事した期間内に従事
した他の職務，その従事期間及び 事務の内容
従事の態様

期間（全部・一部 年 月 日 ～ 年 月 日）
従事の態様（法第５条第２号ロに該当する事務との比率等）
（ ）

□ 別紙記載のとおり

□以下別紙記載のとおり

上記の職務に従事した期間の通算期間 年 月

注 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。

（第１１面）

（別紙４）
法第５条第３号に規定する職（検察庁法第１８条第３項に規定する考試を経た後に検察官（副検事を

除く。））に在った場合
（在職期間が連続しない場合は，在職期間ごとに項を分けて記載してください。）

１ 在 職 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

名 称

官 職
（所属部等）

名 称
在職した検察庁等の名称及び官職（
所属部等も記載してください。） 官 職

（所属部等）

名 称

官 職
（所属部等）

□ 別紙記載のとおり

２ 在 職 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

名 称

官 職
（所属部等）

名 称
在職した検察庁等の名称及び官職（
所属部等も記載してください。） 官 職

（所属部等）

名 称

官 職
（所属部等）

□ 別紙記載のとおり

□以下別紙記載のとおり

上記の在職期間の通算期間 年 月

注 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。

（第１２面）

（別紙５）
弁護士法の一部を改正する法律附則第３条第３項の規定の適用を受けようとする場合（平成１６年４

月１日前に同法による改正前の弁護士法第６条第１項第２号に規定する職（大学教授，准教授の職）に
在った者。ただし，弁護士法の一部を改正する法律附則第３条第２項に該当する者を除く。）
（在職期間が連続しない場合は，在職期間ごとに項を分けて記載してください。）

１ 在 職 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

在職した大学（学校教育法（昭和２２年 （〒 ）
法律第２６号）又は旧大学令（大正７年勅
令第３８８号）による大学で法律学を研究
する大学院の置かれているものに限る。） 大学の名称
の所在地及び名称，在職した学部，
専攻科又は大学院（法律学を研究する 学部等
ものに限る。）の別及びその名称，教
授，准教授の別 □ 教授 □ 准教授

申請者が在職した大学に置かれた法
律学を研究する大学院の所在地及び
名称並びにその開設する主たる授業
科目 □ 別紙記載のとおり

申請者が在職した学部，専攻科又は
大学院が開設する主たる授業科目

□ 別紙記載のとおり

申請者の専攻分野・科目

在職した学部，専攻科又は大学院に
おける申請者の職務内容（担当した
授業科目の名称，内容等） □ 別紙記載のとおり

付記事項（申請者の研究業績等）
□ 別紙記載のとおり

２ 在 職 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

在職した大学（学校教育法（昭和２２年 （〒 ）
法律第２６号）又は旧大学令（大正７年勅
令第３８８号）による大学で法律学を研究
する大学院の置かれているものに限る。） 大学の名称
の所在地及び名称，在職した学部，
専攻科又は大学院（法律学を研究する 学部等
ものに限る。）の別及びその名称，教
授，准教授の別 □ 教授 □ 准教授

申請者が在職した大学に置かれた法
律学を研究する大学院の所在地及び
名称並びにその開設する主たる授業
科目 □ 別紙記載のとおり

申請者が在職した学部，専攻科又は
大学院が開設する主たる授業科目

□ 別紙記載のとおり

申請者の専攻分野・科目

（第１３面）

在職した学部，専攻科又は大学院に
おける申請者の職務内容（担当した
授業科目の名称，内容等） □ 別紙記載のとおり

付記事項（申請者の研究業績等）
□ 別紙記載のとおり

□以下別紙記載のとおり

上記の在職期間の通算期間 年 月

注１ 弁護士法の一部を改正する法律附則第３条第３項の規定の適用を受けるためには，平成１６年４
月１日前に同法による改正前の弁護士法第６条第１項第２号に規定する職に在職していたことが必
要であり，平成１６年４月１日前に当該職に在った期間及び同日から平成２０年３月３１日までの
間にこれに相当する職に在った期間のみを記載することができる。

注２ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。
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（第１４面）

（別紙６）
弁護士法の一部を改正する法律附則第３条第２項の規定により法第５条から第５条の６までの規定の

例による場合（平成１６年４月１日前に同法による改正前の弁護士法第６条第１項第２号に規定する職
（大学教授，准教授の職）に在り，かつ，同日から平成２０年３月３１日までの間にその在職期間が通
算して５年に達した者）
（在職期間が連続しない場合は，在職期間ごとに項を分けて記載してください。）

１ 在 職 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

在職した大学（学校教育法（昭和２２年 （〒 ）
法律第２６号）又は旧大学令（大正７年勅
令第３８８号）による大学で法律学を研究
する大学院の置かれているものに限る。） 大学の名称
の所在地及び名称，在職した学部，
専攻科又は大学院（法律学を研究する 学部等
ものに限る。）の別及びその名称，教
授，准教授の別 □ 教授 □ 准教授

申請者が在職した大学に置かれた法
律学を研究する大学院の所在地及び
名称並びにその開設する主たる授業
科目 □ 別紙記載のとおり

申請者が在職した学部，専攻科又は
大学院が開設する主たる授業科目

□ 別紙記載のとおり

申請者の専攻分野・科目

在職した学部，専攻科又は大学院に
おける申請者の職務内容（担当した
授業科目の名称，内容等） □ 別紙記載のとおり

付記事項（申請者の研究業績等）
□ 別紙記載のとおり

２ 在 職 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

在職した大学（学校教育法（昭和２２年 （〒 ）
法律第２６号）又は旧大学令（大正７年勅
令第３８８号）による大学で法律学を研究
する大学院の置かれているものに限る。） 大学の名称
の所在地及び名称，在職した学部，
専攻科又は大学院（法律学を研究する 学部等
ものに限る。）の別及びその名称，教
授，准教授の別 □ 教授 □ 准教授

申請者が在職した大学に置かれた法
律学を研究する大学院の所在地及び
名称並びにその開設する主たる授業
科目 □ 別紙記載のとおり

申請者が在職した学部，専攻科又は
大学院が開設する主たる授業科目

□ 別紙記載のとおり

申請者の専攻分野・科目

（第１５面）

在職した学部，専攻科又は大学院に
おける申請者の職務内容（担当した
授業科目の名称，内容等） □ 別紙記載のとおり

付記事項（申請者の研究業績等）
□ 別紙記載のとおり

□以下別紙記載のとおり

上記の在職期間の通算期間 年 月

注１ 弁護士法の一部を改正する法律附則第３条第２項の規定の適用を受けるためには，平成１６年４
月１日前に同法による改正前の弁護士法第６条第１項第２号に規定する職に在職し，かつ，同日か
ら平成２０年３月３１日までの間にその在職期間が通算して５年に達したことが必要である。

注２ 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とすること。
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